
 

第２２期第２５回 

松浦海区漁業調整委員会 

 

 

 

日時 令和5年7月18日（火）15時～ 

場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182－217） 
 

  

 

次    第 
 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

 

（１） 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する 

基本計画について（諮問）                  Ｐ2  ～Ｐ16 

  

（２） あなごかご漁業特認許可方針（案）について（諮問）      Ｐ17 ～Ｐ20 

 

（３） ごち網漁業（１そうごち網）許可方針（案）について（諮問）  Ｐ21 ～Ｐ27 

 

（４） 火光漁業に使用する集魚灯の光力制限について（協議）     Ｐ28 

 

（５） 委員会指示の適用除外について（協議）            Ｐ29 ～Ｐ41 

 

（６） 令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 

おける佐賀県の要望事項について（協議）           Ｐ42 ～Ｐ43 

 

（７） 試験養殖の経過について（報告）               Ｐ44 ～Ｐ69 

 

（８） その他 
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第
8
次
佐
賀
県
栽
培
基
本
計
画
（
R
５
～
8
）
の
概
要

⒈
水
産
動
物
の
種
苗
生
産
・放
流
等
に
関
す
る
指
針

⒉
水
産
動
物
の
種
苗
生
産
・放
流
等
の
推
進

3
.水
産
動
物
の
種
苗
生
産
・放
流
等
に
関
す
る
技
術

本
計
画
は
本
県
の
水
産
資
源
の
維
持
・増
大
を
目
的
と
し
た
栽
培
漁
業
を
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
策
定

漁
獲
管
理
と
の
一
体
的
な
取
組
（
漁
獲
抑
制
な
ど
）

放
流
効
果
検
証
に
基
づ
く
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
推
進

（
適
地
放
流
、適
サ
イ
ズ
放
流
、魚
種
の
重
点
化
な
ど
）

広
域
種
の
種
苗
生
産
体
制
構
築
（
ト
ラ
フ
グ
、ガ
ザ
ミ
な
ど
）

種
苗
育
成
の
場
の
整
備
と
の
連
携
（
藻
場
・干
潟
の
保
全
な
ど
）

R
8
年
度
放
流
数
量
目
標
（
か
っ
こ
内
は
前
計
画
と
の
比
較
）

■
玄
海
地
区

ヒ
ラ
メ
：
1
0
0
千
尾
（
維
持
）

ト
ラ
フ
グ
：
6
0
千
尾
（
維
持
）

ク
エ
：
9
千
尾
（
新
規
）

ク
ロ
ア
ワ
ビ
：
1
0
千
個
（
2
0
千
個
減
）

ク
ル
マ
エ
ビ
：
6
0
0
千
尾
（
3
,4
0
0
千
尾
減
）

ア
カ
ウ
ニ
：
8
0
0
千
個
（
維
持
）

バ
フ
ン
ウ
ニ
：
5
0
0
千
個
（
維
持
）

ア
オ
ナ
マ
コ
：
6
0
0
千
個
（
維
持
）

ア
カ
ナ
マ
コ
：
3
0
0
千
個
（
維
持
）

■
有
明
海
地
区

サ
ル
ボ
ウ
：
2
,0
0
0
千
個
（
新
規
）

ア
ゲ
マ
キ
：
２
,０
０
０
千
個
（
維
持
）

ク
ル
マ
エ
ビ
：
7
0
0
千
尾
（
維
持
）

ガ
ザ
ミ
：
2
,0
0
0
千
尾
（
1
,0
0
0
千
尾
増
）

解
決
す
べ
き
技
術
開
発
上
の
問
題
点

漁
業
者
要
望
の
強
い
魚
種
の
基
礎
的
な
生
産
技
術
開
発

種
苗
生
産
技
術
の
効
率
化
・マ
ニ
ュ
ア
ル
化

放
流
技
術
・放
流
効
果
把
握
の
た
め
の
技
術
確
立

技
術
開
発
水
準
の
到
達
す
る
べ
き
段
階

魚
種

基
準
年
R
4
に
お
け
る

技
術
開
発
段
階

基
準
年
R
8
に
お
け
る

技
術
開
発
段
階

ア
カ
ウ
ニ

E
（
事
業
化
実
証
期
）

F
（
事
業
実
施
期
）

マ
ナ
マ
コ

E
（
事
業
化
実
証
期
）

F
（
事
業
実
施
期
）

ガ
ザ
ミ

C
（
放
流
技
術
開
発
期
）

F
（
事
業
実
施
期
）

ア
ゲ
マ
キ

C
（
放
流
技
術
開
発
期
）

F
（
事
業
実
施
期
）

サ
ル
ボ
ウ

A
（
新
技
術
開
発
期
）

C
（
放
流
技
術
開
発
期
）

基
準
年
（
R
4
）
に
お
い
て
F
（
事
業
実
施
期
）
で
あ
る
、ヒ
ラ
メ
、ト
ラ
フ
グ
、ク
エ
、ク
ロ
ア
ワ
ビ
、ク
ル
マ
エ
ビ
、バ
フ
ン
ウ
ニ
は
除
く
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第
８

次
佐

賀
県
栽
培

漁
業

基
本

計
画
（
案

）
 

   
令

和
５

年
６

月
１

日
 

 

佐
賀

県
農
林

水
産
部

水
産
課
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1 
 

第
８

次
基

本
計

画
（

案
）

 
現

 
 

行
 

備
 

 
考

 

第
８

次
佐

賀
県

栽
培

漁
業

基
本

計
画

 

 

本
県
は

、
玄
海
・
有

明
海

と
特

色
の

あ
る
両

海
域

を
有

し
て

お
り

、
こ

れ
ら

の

海
域

で
営

ま
れ

る
沿

岸
漁

業
は

地
域

の
経

済
を

支
え

る
重

要
な

産
業

で
あ

る

が
、
近

年
、
異
常

気
象
や

水
温

上
昇

等
の

海
洋

環
境

の
変

化
に

よ
り

漁
業
生

産
は

減
少

し
て

い
る

。
 

こ
の
よ

う
な
状

況
の
中

、
漁

業
生

産
の

安
定

向
上

を
図

る
た

め
に

は
、
沿
岸

漁

場
の

環
境

保
全

や
整

備
開

発
と
併

せ
、

栽
培

漁
業

に
係

わ
る

者
が

一
体

と
な

っ

て
資

源
管

理
と

の
連

携
を

強
化
し

な
が

ら
、

栽
培

漁
業

の
推

進
に

よ
る

資
源

の

維
持

増
大

を
図

る
こ

と
が

重
要

と
考
え

ら
れ
る

。
 

 
こ

の
た

め
、
本

県
で

は
、
県

、
市
町

、
公

益
社
団

法
人
佐
賀

県
玄

海
栽

培
漁

業

協
会
（

以
下
、
協

会
）
、
漁

業
協

同
組

合
（

以
下

、
漁

協
）、

漁
業

者
等

の
関

係
者

全
体

で
、

こ
れ

ま
で

漁
業

環
境
の

保
全

や
修

復
に

努
め

な
が

ら
栽

培
漁

業
を

推

進
し

て
き

た
が
、
漁

業
を

取
り

巻
く
情

勢
の
変

化
を

踏
ま

え
、
更

な
る

効
果
的

な

栽
培

漁
業

の
取

組
を

行
う

必
要

が
あ
る

。
 

関
係

県
に

跨
が

る
よ

う
な

広
域

的
な

魚
種

で
は

、
連

携
体

制
を

よ
り

一
層

強

化
す

る
と

と
も

に
、
種

苗
放
流

が
資
源

の
維
持
・
増

大
に
つ
な

が
っ

て
い

る
か

な

ど
の

科
学

的
検

証
を

行
い

な
が
ら

、
資

源
の

持
続

的
な

利
用

の
た

め
に

効
果

が

期
待

で
き

る
魚

種
に

対
象

を
絞

り
込
む

こ
と
が

必
要
で

あ
る

。
ま

た
、
沿

岸
性

の

強
い

魚
種

に
つ

い
て

も
、
放
流

の
効
果

検
証
を

行
う

と
と

も
に
、
海

洋
環

境
の

変

化
に

よ
る

漁
場

の
変

動
や

魚
種
変

化
へ

の
対

応
の

点
で

、
効

果
が

期
待

で
き

る

魚
種

を
絞

り
込

み
、
適

地
に

放
流

す
る
こ

と
が

必
要
で

あ
る

。
ま

た
、
種

苗
放

流

の
効

果
を

高
め

る
た

め
、

種
苗
の

育
成

の
場

で
あ

る
藻

場
お

よ
び

干
潟

等
の

漁

場
環

境
の

保
全

と
一

体
と

な
っ

た
取
組

を
図
っ

て
い
く

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

第
７

次
佐

賀
県
栽

培
漁

業
基
本

計
画

 

 

本
県

の
沿

岸
漁

業
は

、
玄

海
・

有
明

海
と

特
色

の
あ

る
両

海
域

を
有

し
て

お

り
、

こ
れ

ら
の

漁
場

の
開

発
及
び

維
持

保
全

に
よ

り
漁

業
生

産
が

支
え

ら
れ

て

き
た

が
、

近
年
そ

の
生

産
は
低

減
を
し

て
い
る

。
 

こ
の
よ

う
な

状
況

の
中
、
漁

業
生
産

の
安

定
向

上
を
図

る
た

め
に

は
、
沿
岸

漁

場
の

環
境

保
全

や
整

備
開

発
と
併

せ
、

栽
培

漁
業

に
係

わ
る

者
が

一
体

と
な

っ

て
資

源
管

理
と

の
連

携
を

強
化
し

な
が

ら
、

栽
培

漁
業

の
推

進
に

よ
る

資
源

の

維
持

増
大

を
図
る

こ
と

が
、
重

要
と
考

え
ら
れ

る
。

 

 
本

県
の

栽
培
漁

業
は

県
、
市

町
、
公

益
社

団
法
人

佐
賀

県
玄

海
栽

培
漁

業
協

会

（
以

下
、
協

会
）
、
漁

業
協

同
組

合
（

以
下

、
漁

協
）
、
漁

業
者

等
の

関
係

者
全

体

で
、

漁
業

環
境
の

保
全

や
修
復

に
努
め

な
が
ら

推
進

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

関
係

県
に

跨
が

る
よ

う
な

広
域

的
な

魚
種

で
は

、
連

携
体

制
を

よ
り

一
層

強

化
す

る
と

と
も

に
再

生
産

性
を
確

保
す

る
資

源
造

成
型

栽
培

漁
業

の
取

組
を

一

層
推

進
す

る
。
ま

た
、
沿

岸
性

の
強

い
魚

種
に
つ

い
て

は
、
効

果
的

放
流

方
法

を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
種

苗
の
育

成
の

場
で

あ
る

藻
場

等
の

漁
場

環
境

の
保

全

と
一

体
と

な
っ
た

取
組

を
図
っ

て
い
く

こ
と
と

し
て

い
る

。
 

今
後

も
栽

培
漁

業
を

計
画

的
か

つ
効

率
的

に
推

進
す

る
た

め
、

沿
岸

漁
場

整

備
開

発
法

に
規

定
す

る
国

の
栽
培

漁
業

基
本

方
針

を
踏

ま
え

て
、

平
成

３
３

年

度
を

目
標

年
度
と

し
て

、
次
の

事
項
を

基
本
と

す
る

計
画

を
策

定
す

る
。

 

    

コ
ン

セ
プ

ト
は

“
種

苗
放

流
の
効

果
検

証
”

と
“

魚
種

の
絞

込
み
”

が
焦

点
。

 

          再
生

産
性

を
確

保
す

る
資

源
造
成

型
栽

培
漁

業
の

取
組

は
一

層
推
進

し
な

い
。

 

 広
域

種
・

地
先

種
に

限
ら

ず
、
放

流
効

果
や

環
境

変
化

へ
の

対
応
と

い
う

点
で

魚
種

を
絞

り
込

む
こ
と

は
重

要
。
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2 
 

こ
の

よ
う

な
状

況
を

踏
ま

え
、

今
後

も
栽

培
漁

業
を

計
画

的
か

つ
効

率
的

に

推
進

す
る

た
め

、
沿

岸
漁

場
整
備

開
発

法
に

規
定

す
る

国
の

栽
培

漁
業

基
本

方

針
を

踏
ま

え
て
、
令

和
８

年
度

を
目
標

年
度
と

し
て

、
次

の
事

項
を

基
本

と
す

る

計
画

を
策

定
す

る
。

 

  第
１

 
水

産
動

物
の

種
苗

の
生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
関

す

る
指

針
 

（
１

）
漁

獲
管

理
と

の
一

体
的

な
取
組

 

種
苗

放
流

は
、

国
や

県
の

資
源
評

価
や

本
県

が
実

施
す

る
種

苗
放

流
効

果
把

握

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、
資

源
管

理
の
枠

組
み

の
中
で

、
必
要

に
応
じ

て
、
漁

業

調
整

委
員

会
等

に
お

い
て

関
係
者

の
合

意
形

成
等

を
図

り
つ

つ
、

適
切

な
漁

獲

管
理

と
一

体
的

か
つ

効
率

的
に

実
施
す

る
。
 

    （
２

）
放

流
効

果
の

検
証

に
基

づ
く
効

果
的
な

栽
培
漁

業
の

推
進
 

種
苗

放
流

を
行

う
魚

種
は

、
国

や
県
が

行
う
資

源
評

価
を

基
に
、
本

県
で

実
施

す

る
種

苗
放

流
の

効
果

把
握

調
査
等

の
結

果
を

踏
ま

え
て

放
流

効
果

の
検

証
を

実

施
す

る
。
検
証

の
結

果
を

踏
ま

え
て
、
資

源
造

成
効

果
の
高
い

対
象

種
の

検
討

を

行
う

と
と

も
に
、
放

流
効

果
の

高
い
適

地
で
の

放
流

方
法

を
検

討
す
る

。
資
源

造

成
の

目
的

を
達

成
し

た
魚

種
や
放

流
量

が
減

少
し

て
も

資
源

が
維

持
さ

れ
る

魚

種
は

、
漁

獲
管
理

へ
の

移
行

を
推

進
す
る

も
の

と
す
る

。
な
お

、
放

流
効
果

の
検

証
に

あ
た

っ
て

は
、

漁
業

者
や
種

苗
放

流
実

施
団

体
等

の
幅

広
い

関
係

者
の

意

向
等

を
聴

く
こ

と
と

す
る

。
 

      第
１

 
水

産
動

物
の

種
苗

の
生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
関

す

る
指

針
 

（
１

）
栽

培
漁
業

に
よ

る
資
源

の
維
持

・
回
復

へ
の

取
組

強
化
 

沿
岸

資
源

の
維

持
及

び
回

復
に
確

実
に

寄
与

し
て

い
く

た
め

、
適

地
放

流
や

稚

魚
段

階
で

の
混

獲
の

抑
制

等
に
よ

り
放

流
種

苗
の

生
残

率
の

向
上

に
努

め
る

と

と
も

に
、
親
魚

の
捕
り

残
し
等

に
よ

る
資

源
管

理
を

併
せ

て
行

い
、
生

産
性
を

確

保
す

る
資

源
造
成

型
栽

培
漁
業

の
取
組

を
一
層

推
進

す
る

も
の

と
す
る

。
な

お
、

種
苗

放
流

等
に

よ
り

再
生

産
力
が

回
復

し
た

魚
種

に
つ

い
て

は
、

そ
の

後
の

資

源
の

維
持

を
資

源
管

理
に

委
ね
、

種
苗

放
流

に
つ

い
て

は
重

点
魚

種
を

選
定

す

る
な

ど
、

柔
軟
な

対
応

を
図
る

。
 

 （
２

）
効

率
的
か

つ
効

果
的
な

栽
培
漁

業
の
推

進
 

栽
培

漁
業

が
対

象
と

す
る

水
産
動

物
の

選
定

に
際

し
て

は
、

技
術

開
発

の
進

捗

状
況

、
種

苗
生
産

施
設
の

能
力

、
対

象
水

産
動
物

の
需

要
の
動

向
、
漁

業
者
の

意

向
等

を
勘

案
し

、
対

象
種

と
し
て

の
適

否
を

検
討

す
る

と
と

も
に

放
流

適
地

へ

の
集

中
化

等
に
よ

る
効

率
的
か

つ
効
果

的
な
栽

培
漁

業
を

推
進

す
る
。

 

    

        「
栽

培
漁

業
に

よ
る

資
源

の
維

持
・

回
復

へ
の

取
組

強
化

」
は
国

の
方

針
か

ら
も

削
除

。
 

      放
流

効
果

の
検

証
結

果
に

基
づ
い

て
実

施
す

る
こ

と
が

重
要

。
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3 
 

 （
３

）
広

域
種

の
種

苗
放

流
体

制
 

ト
ラ

フ
グ

、
ヒ
ラ

メ
、
ガ

ザ
ミ
等
の

広
域

種
に
つ

い
て
は

、
移

動
範

囲
に
あ

る
関

係
者

と
の

連
携
・
共

同
組

織
の

構
築

に
努

め
、
種

苗
生
産

や
放

流
、
共

同
調

査
等

に
取

り
組

む
。
 

 （
４

）
種

苗
育

成
の

場
の

整
備

と
の
連

携
 

放
流

種
苗

の
育

成
の

場
と

な
る
増

殖
場

を
造

成
す

る
水

産
基

盤
整

備
事

業
や

、

漁
業

者
が

中
心

と
な

っ
て

行
う
藻

場
・

干
潟

の
保

全
活

動
等

を
一

体
的

に
実

施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

放
流

資
源

の
維
持

・
回
復

を
促
進

す
る

。
 

 第
２

 
種

苗
の

生
産

及
び

放
流
又

は
そ

の
育

成
を

推
進

す
る

こ
と

が
適

当
な

水

産
動

物
の

種
類
 

水
産
動

物
の
種

類
は
、
放
流

効
果

の
検

証
結

果
に

基
づ

き
、
放

流
効

果
が

高
い

と
見

込
ま

れ
る

も
の

で
あ

っ
て
、

か
つ

種
苗

放
流

に
よ

る
資

源
造

成
が

必
要

と

判
断

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
相
当

規
模

で
の

放
流

が
実

施
さ

れ
る

可
能

性
が

あ

る
次

の
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玄
 
海

 
地

 
区

 

魚
 

 
 

類
 

 
ヒ
ラ

メ
 

ト
ラ

フ
グ

（
有
明

海
放

流
）
 

ク
エ

 

 

貝
 

 
 

類
 

 
ク
ロ

ア
ワ

ビ
 

甲
 

殻
 

類
 

 
ク
ル

マ
エ

ビ
 

棘
皮

動
物

類
 

 
ア
カ

ウ
ニ

 

 （
３

）
広

域
種
の

種
苗

放
流
体

制
 

ト
ラ

フ
グ

、
ヒ
ラ

メ
、
ガ

ザ
ミ

等
の

広
域

種
に
つ

い
て

は
、
移

動
範

囲
に

あ
る

関

係
者

の
連

携
・
共

同
組
織

の
構

築
に
努

め
、
種
苗

生
産

や
放
流

、
共

同
調

査
等

に

取
り

組
む

。
 

 （
４

）
種

苗
育
成

の
場

の
整
備

と
の
連

携
 

放
流

種
苗

の
育

成
の

場
と

な
る
増

殖
場

を
造

成
す

る
水

産
基

盤
整

備
事

業
や

漁

業
者

が
中

心
と

な
っ

て
行

う
藻
場

・
干

潟
の

保
全

活
動

等
を

一
体

的
に

実
施

す

る
こ

と
に

よ
り
、

放
流

資
源
の

維
持
・

回
復
を

促
進

す
る

。
 

 第
２

 
種

苗
の

生
産

及
び

放
流
又

は
そ

の
育

成
を

推
進

す
る

こ
と

が
適

当
な

水

産
動

物
の

種
類

 

水
産

動
物

の
種

類
は

、
種

苗
の

量
産

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
も

の
又

は
当

該

基
本

計
画

の
計

画
期

間
内

に
お
い

て
種

苗
の

量
産

が
可

能
に

な
る

と
見

込
ま

れ

る
も

の
で

あ
っ
て

、
か

つ
、
相

当
規

模
で

の
放

流
が

実
施

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る

次
の

も
の

と
す
る

。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

玄
 

海
 

地
 
区

 

魚
 

 
 

類
 

 
マ

ダ
イ

 

ヒ
ラ
メ

 

ト
ラ

フ
グ

（
有

明
海
放

流
）
 

カ
サ
ゴ

 

貝
 

 
 

類
 

 
ク

ロ
ア

ワ
ビ
 

甲
 

殻
 

類
 

 
ク

ル
マ

エ
ビ
 

棘
皮
動

物
類
 

 
ア

カ
ウ

ニ
 

           量
産

技
術

で
は

な
く

、
放

流
効
果

が
高

い
と

見
込

ま
れ

る
魚

種
を
中

心
。
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4 
 

バ
フ

ン
ウ

ニ
 

マ
ナ

マ
コ

（
ア
カ

、
ア

オ
）
 

 

有
 

明
 

海
 

地
 

区
 

貝
 

 
 

類
 

 
ア
ゲ

マ
キ

 

 
 

 
 

 
 

 
サ
ル

ボ
ウ

 

甲
 

殻
 

類
 

 
ク
ル

マ
エ

ビ
 

ガ
ザ

ミ
 

 第
３

 
水

産
動

物
の

種
類

ご
と

の
種
苗

の
放
流

数
量
の

目
標

 

令
和

８
年

度
を

目
標

と
す

る
水

産
動

物
の

種
類

ご
と

の
種

苗
放

流
数

量
及

び

放
流

時
の

大
き

さ
は

、
次

の
と

お
り
と

す
る
。

 

 

玄
 
海

 
地

 
区

 

種
 

類
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 

数
 

量
 
 
 
 

 
 

大
 

き
 

さ
 

魚
類

 
 
 

ヒ
 

ラ
 

メ
 
 

 
 
１

０
０

千
尾

 
 

 
 
全
 

長
 

５
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

ト
ラ

フ
グ

 
 
 

 
 
 
 
６
０

千
尾
 

 
 
 
全
 

長
 

７
０

ﾐ
ﾘ
ﾒｰ
ﾄ
ﾙ 

ク
 

 
 

エ
 
 

 
 
 
 
 
９

千
尾
 

 
 
 
全
 

長
１

４
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

 貝
類

 
 

ク
ロ

ア
ワ

ビ
 
 

 
 
 
 
１
０

千
個
 

 
 
  

 
殻
 

長
 
 
３

０
ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

甲
殻

類
 
 

ク
ル

マ
エ

ビ
 
 
 
 
 

６
０

０
千

尾
 

 
 
  

 
体
 

長
 

５
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

棘
皮

動
物

類
 

 

ア
カ

ウ
ニ

 
 
 

 
 

８
０

０
千

個
 

 
 
 
 
殻
 

径
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

バ
フ

ン
ウ

ニ
 

マ
ナ

マ
コ

（
ア

カ
、
ア

オ
）
 

 

有
 

明
 

海
 

地
 

区
 

貝
 

 
 

類
 

 
ア

ゲ
マ

キ
 

甲
 

殻
 

類
 

 
ク

ル
マ

エ
ビ
 

ガ
ザ
ミ

 

  第
３

 
水

産
動
物

の
種

類
ご
と

の
種
苗

の
放
流

数
量

の
目

標
 

平
成

３
３

年
度

を
目

標
と

す
る

水
産

動
物

の
種

類
ご

と
の

種
苗

放
流

数
量

及

び
放

流
時

の
大
き

さ
は

、
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

 

玄
 

海
 

地
 
区

 

種
 
類

 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
数

 
量

 
 
 
 

 
 

大
 

き
 

さ
 

魚
類
 
 
 

マ
 
ダ

 
イ

 
 

 
 
 
 
６

６
千

尾
 

 
 
 
全
 

長
 

８
５

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

ヒ
 
ラ

 
メ

 
 

 
 
１

０
０

千
尾
 

 
 
 
全
 

長
 

８
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

ト
ラ

フ
グ

 
 

 
 
 
 
 
６

０
千

尾
 

 
 
 
全
 

長
 

７
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

カ
 
サ

 
ゴ

 
 

 
 
 
 
９

０
千

尾
 

 
 
 
全
 

長
 

６
５

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

貝
類
 

 

ク
ロ

ア
ワ

ビ
 

 
 
 
 
 
６

０
千

個
 

 
 
 
 
殻
 

長
 
 
３

０
ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

甲
殻

類
 
 

ク
ル

マ
エ

ビ
 

 
 
４
，

０
０

０
千

尾
 

 
 
  

 
体
 

長
 

３
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

棘
皮

動
物

類
 

 

ア
カ

ウ
ニ

 
 

 
 
 

８
０

０
千

個
 

 
 
 
 
殻
 

径
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 
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5 
 

バ
フ

ン
ウ

ニ
 
 

 
 

５
０

０
千

個
 

 
 
  

 
殻
 

径
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

マ
ナ

マ
コ

（
ア
オ

）
 

６
０

０
千

個
 

 
 
 
 
体
 

長
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

マ
ナ

マ
コ

（
ア
カ

）
 

３
０

０
千

個
 

 
 
 
 
体
 

長
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

 
 

有
 

明
 

海
 

地
 

区
 

貝
類

 

ア
ゲ

マ
キ

 
 
 

 
２

,
０
０

０
千
個

 
 
 

殻
 

長
 

 
２

ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

サ
ル

ボ
ウ

 
 
 

 
２

,
０
０

０
千
個

 
 
  

 
殻
 

長
 
 
１

０
ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

甲
殻

類
 

ク
ル

マ
エ

ビ
 
 

 
 

 
７
０

０
千

尾
 

 
  

体
 

長
 

４
０

ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

ガ
ザ

ミ
 

 
 
 

 
２

,
０
０

０
千
尾

 
 
 

 
全

甲
幅
 

 
５

ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

 第
４

 
放

流
効

果
実

証
事

業
に

関
す
る

事
項
 

栽
培

漁
業

の
展

開
に

当
た

っ
て

は
、

増
殖

効
果

が
明

ら
か

と
な

っ
た

水
産

動

物
に

つ
い

て
、
放

流
に

係
る
経

済
効
果

等
の
実

証
を

行
う

こ
と

と
し
、
放

流
効

果

実
証

事
業

へ
の

取
組

に
つ

い
て

検
討
す

る
。
 

 第
５

 
特

定
水

産
動

物
育

成
事

業
に
関

す
る
事

項
 

 
特

定
水

産
動

物
育

成
事

業
（
栽

培
漁

業
に

よ
っ

て
経

済
的

効
果

が
実

証
さ

れ

た
特

定
の

水
産

動
物

に
つ

い
て
、

漁
業

協
同

組
合

等
が

一
定

の
水

面
を

設
定

の

上
、
種

苗
の
放

流
か

ら
漁

獲
ま

で
の
育

成
管
理

を
行

い
、
特
定

の
水

産
動

物
を

採

補
す

る
第

三
者

か
ら

の
利

用
料

の
徴
収

等
を
行

う
事
業

を
い

う
。
）
を
適

正
に
実

施
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
た

場
合
に

は
、
円

滑
な

移
行

を
図

る
も
の

と
す
る

。
 

 第
６

 
水

産
動

物
の

種
苗

の
生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
関

す

る
技

術
の

開
発

に
関

す
る

事
項

 

バ
フ

ン
ウ

ニ
 

 
 
 

５
０

０
千

個
 

 
 
  

 
殻
 

径
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

マ
ナ

マ
コ

（
ア

オ
）
 

６
０

０
千

個
 

 
 
 
 
体
 

長
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

マ
ナ

マ
コ

（
ア

カ
）
 

３
０

０
千

個
 

 
 
 
 
体
 

長
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

 
 

有
 

明
 

海
 

地
 

区
 

貝
類
 

ア
ゲ

マ
キ

 
 

 
 
２

,
０

０
０

千
個

 
 
 
 
 
殻
 

長
 
 
 

８
ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰﾄ
ﾙ 

甲
殻
類

 

ク
ル

マ
エ

ビ
 

 
 
 

 
７

０
０

千
尾

 
 
 
 
体
 

長
 

４
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰﾄ
ﾙ 

（
有

明
４

県
で
４

，
０

０
０
千

尾
放
流

）
 

ガ
ザ

ミ
 

 
 

 
 
１

,
０

０
０

千
尾

 
 
 

 
全

甲
幅
 

１
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰﾄ
ﾙ 

 第
４

 
放

流
効
果

実
証

事
業
に

関
す
る

事
項

 

栽
培

漁
業

の
展

開
に

当
た

っ
て

は
、

増
殖

効
果

が
明

ら
か

と
な

っ
た

水
産

動

物
に

つ
い

て
、
放

流
に

係
る
経

済
効

果
等

の
実

証
を

行
う

こ
と

と
し

、
放

流
効

果

実
証

事
業

へ
の
取

組
に

つ
い
て

検
討
す

る
。

 

 第
５

 
特

定
水
産

動
物

育
成
事

業
に
関

す
る
事

項
 

 
特

定
水

産
動

物
育

成
事

業
（
栽

培
漁

業
に

よ
っ

て
経

済
的

効
果

が
実

証
さ

れ

た
特

定
の

水
産

動
物

に
つ

い
て
、

漁
業

協
同

組
合

等
が

一
定

の
水

面
を

設
定

の

上
、
種

苗
の
放

流
か
ら

漁
獲
ま

で
の

育
成

管
理

を
行

い
、
特
定

の
水

産
動

物
を

採

補
す

る
第

三
者
か

ら
の

利
用
料

の
徴
収

等
を
行

う
事

業
を

い
う
。
）
を

適
正

に
実

施
す

る
こ

と
が
可

能
と

な
っ
た

場
合
に

は
、
円

滑
な

移
行

を
図

る
も
の

と
す

る
。
 

 第
６

 
水

産
動

物
の

種
苗

の
生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
関

す

る
技

術
の

開
発
に

関
す

る
事
項
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                        （
１

）
解

決
す

べ
き

技
術

開
発

上
の
問

題
点
 

水
産

動
物

の
種

苗
の

生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
係

る
安

定

 （
１

）
種

苗
生
産

の
技

術
水
準

の
目
標

 

県
が

種
苗

の
量

産
技

術
の

開
発

を
行

う
水

産
動

物
の

種
類

お
よ

び
生

産
目

標

は
、

次
の

表
の
と

お
り

と
す
る

。
 

な
お

、
種

苗
の

量
産

技
術

が
一

定
の

段
階

ま
で

到
達

し
た

水
産

動
物

に
つ

い

て
は

、
さ

ら
に
安

定
的

な
生
産

に
努
め

る
も
の

と
す

る
。

 

   （
２

）
解

決
す
べ

き
技

術
開
発

上
の
問

題
点

 

水
産

動
物

の
種

苗
の

生
産

及
び

放
流

並
び

に
水

産
動

物
の

育
成

に
係

る
安

定

水
産
動

物
の
 

種
 
類

 

目
 

 
 
標

 
 

(
平

成
３
３

年
)
 

 

生
産

尾
(
個

)
数

 
大

 
き

 
さ

 
年

間
の

生
産

回
数

 

魚
類

 
カ
サ

ゴ
 

９
０
千

尾
 

６
５

ﾐ
ﾘﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

1
回

 

貝
類

 
ク
ロ

ア
ワ

ビ
 

ア
ゲ

マ
キ

 

６
０

千
個
 

２
，

０
０
０

千
個

 

３
０

ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄ
ﾙ 

８
ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ
ﾄﾙ
 

1
回

 

1
回

 

甲
殻

類
 

 
 

 
 

棘
皮

動
物

 

マ
ナ

マ
コ

（
ア

オ
）

 

マ
ナ

マ
コ

（
ア

カ
）

 

６
０

０
千

尾
 

３
０

０
千

尾
 

１
０

－
２

０
ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ

ﾄ
ﾙ
 

１
０

－
２

０
ﾐ
ﾘ
ﾒ
ｰ

ﾄ
ﾙ
 

１
回

 

１
回

 

 生
産

目
標

の
一

覧
表

は
削

除
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的
な

栽
培

漁
業

の
技

術
基

盤
を
確

立
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
開

発
上

の
重

要

課
題

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

ア
 
漁

業
者
の
要

望
が

強
い
、
新

し
い

水
産

動
物

に
つ
い

て
は

、
基

礎
的
な

生

産
技

術
の
開

発
を

行
い

、
良

質
な

種
苗

の
大

量
生

産
の

可
能

性
を

検
討

す

る
。

 

イ
 

基
礎

的
な

種
苗

生
産

技
術

の
開

発
が

進
ん
だ

水
産
動

物
に

つ
い

て
は

、

種
苗

の
大
量

生
産

が
安

定
し

て
可

能
と

な
る

よ
う

量
産

技
術

の
開

発
、

マ

ニ
ュ

ア
ル
化

を
進

め
る

と
と

も
に

、
天

然
資

源
の

状
況

を
踏

ま
え

て
放

流

技
術
開

発
を
強

力
に
推
進

し
て
い

く
。

 

ウ
 

種
苗

の
大

量
生

産
が

可
能

と
な

っ
た

水
産
動

物
に
つ

い
て

は
、

種
苗

の

大
量
生

産
技
術

レ
ベ
ル
の

向
上
と

平
準

化
を

図
る

こ
と

と
し

て
、
当

面
、
次

の
技
術

的
条
件

の
整
備
に

努
め

る
。
 

（
ア
）
種

苗
生

産
量
の

増
大
、
種

苗
生

産
方
法

の
省

力
化

及
び

簡
素

化
、
種

苗
生

産
単

価
の

低
減

等
生

産
性

向
上

の
た

め
の

研
究

を
行

い
、

漁
協

等
に

よ
る

種
苗

生
産

の
育

成
を

進
め

る
と

と
も

に
、

県
外

生
産

機
関

と
の

共
通

魚
種
等

に
つ

い
て

は
、
種

苗
生
産
の

効
率

化
、
大

規
模
化

を

目
的

と
し

、
種
苗

生
産

体
制

の
連

携
を

進
め
る
。

 

（
イ

）
中

間
育

成
に

つ
い

て
は

、
対

象
魚

種
の

特
性
と

地
域

の
実

態
に

即

し
た

漁
場

の
選

定
及

び
良

質
な

放
流

種
苗

を
確

保
す

る
た

め
の

技
術

開
発

を
図

る
。

 

（
ウ
）
種

苗
生

産
及
び

中
間
育

成
時

の
疾

病
対
策

に
つ

い
て
は

、
国

、
国

立

研
究

開
発

法
人
 

水
産

研
究
・
教

育
機

構
（

以
下
「

水
研
機

構
」
と

い

う
。）

及
び
公

益
社
団

法
人

全
国

豊
か

な
海

づ
く

り
推
進

協
会
（
以

下

「
海

づ
く

り
協
会

」
と

い
う
。
）
と

の
連

携
を
図

り
な
が

ら
、
関
係

機

関
が

協
力

し
適
切

に
対

処
す

る
。

 

（
エ
）
放

流
効

果
を
あ

げ
る
た

め
の

種
苗

の
大
き

さ
、
放

流
場

所
、
放
流

方

的
な

栽
培

漁
業

の
技

術
基

盤
を
確

立
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
開

発
上

の
重

要

課
題

は
、

次
の
と

お
り

で
あ
る

。
 

ア
 
漁

業
者

の
要

望
が

強
い

、
新

し
い

水
産

動
物

に
つ

い
て

は
、
基

礎
的
な

生

産
技

術
の

開
発

を
行
い

、
良

質
な

種
苗

の
大

量
生

産
の

可
能

性
を

検
討

す

る
。

 

イ
 

基
礎

的
な

種
苗

生
産

技
術

の
開

発
が

進
ん
だ

水
産

動
物

に
つ

い
て
は

、

種
苗

の
大

量
生

産
が
安

定
し

て
可

能
と

な
る

よ
う

量
産

技
術

の
開

発
、

マ

ニ
ュ

ア
ル

化
を

進
め
る

と
と

も
に

、
天

然
資

源
の

状
況

を
踏

ま
え

て
放

流

技
術
開

発
を
強

力
に

推
進

し
て

い
く

。
 

ウ
 

種
苗

の
大

量
生

産
が

可
能

と
な

っ
た

水
産
動

物
に

つ
い

て
は

、
種
苗

の

大
量
生

産
技
術

レ
ベ

ル
の

向
上

と
平

準
化

を
図

る
こ
と

と
し

て
、
当

面
、
次

の
技
術

的
条
件

の
整

備
に

努
め

る
。
 

（
ア

）
種

苗
生

産
量
の

増
大

、
種

苗
生
産

方
法

の
省

力
化

及
び

簡
素

化
、
種

苗
生

産
単

価
の

低
減

等
生

産
性

向
上

の
た

め
の

研
究

を
行

い
、

漁
協

等
に

よ
る

種
苗

生
産

の
育

成
を

進
め

る
と

と
も

に
、

県
外

生
産

機
関

と
の

共
通

魚
種

等
に

つ
い
て

は
、
種

苗
生

産
の

効
率

化
、
大

規
模
化

を

目
的

と
し

、
種

苗
生

産
体
制

の
連

携
を

進
め

る
。

 

（
イ

）
中

間
育

成
に
つ

い
て

は
、

対
象

魚
種
の

特
性

と
地

域
の

実
態
に

即

し
た

漁
場

の
選

定
及

び
良

質
な

放
流

種
苗

を
確

保
す

る
た

め
の

技
術

開
発

を
図

る
。

 

（
ウ

）
種

苗
生

産
及
び

中
間

育
成

時
の

疾
病

対
策

に
つ
い

て
は

、
国

、
国

立

研
究

開
発

法
人

 
水

産
研

究
・

教
育

機
構

水
産

総
合

研
究

セ
ン

タ
ー

（
以

下
「

水
研

セ
ン
タ
ー

」
と

い
う

。
）
及
び

公
益
社

団
法

人
全
国

豊

か
な

海
づ

く
り

推
進

協
会
（

以
下
「

海
づ

く
り

協
会

」
と

い
う
。）

と

の
連

携
を

図
り

な
が

ら
、
関

係
機

関
が

協
力

し
適

切
に

対
処

す
る

。
 

（
エ

）
放

流
効

果
を
あ

げ
る

た
め

の
種

苗
の

大
き

さ
、
放

流
場

所
、
放
流

方
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法
及

び
放

流
し

た
種

苗
の

保
護

、
育

成
方

法
等

の
放

流
技

術
の

確
立

を
図

る
。
ま
た

、
漁

獲
管

理
の

取
組

と
の

連
携

を
図

り
、
 
放

流
効

果

を
最

大
限

に
発
現

さ
せ

る
た

め
の

技
術

の
導
入
を

進
め

る
。

 

（
オ

）
放

流
効

果
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

、
種

苗
及
び

漁
場

の
特

性
に

応

じ
た

効
果

を
把
握

す
る

た
め

の
手

法
の

確
立
と

体
制

の
整

備
を

図

る
。
 

エ
 
バ

イ
オ
テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー
等

の
新

技
術

に
よ

る
新

品
種

の
開

発
・
放

流
、
外

来
種

導
入
等

に
つ

い
て

は
、

生
態

系
に

及
ぼ

す
影

響
を

十
分

配
慮

し
て

対

応
す
る

。
 

   （
２

）
技

術
開

発
水

準
の

到
達

す
べ
き

段
階
 

 

 

 

区
 

分
 

種
 

類
 

基
準
年

(
R
4)
に

お
け

る
 

平
均
的

技
術
開

発
段

階
 

目
標

年
(
R
8
)に

お
け

る
 

技
術

開
発

段
階

 

 ガ
ザ

ミ
 

ア
カ

ウ
ニ
 

マ
ナ

マ
コ
 

ア
ゲ

マ
キ
 

サ
ル

ボ
ウ
 

 

  
 
 C
 

 
 
 E
 

 
 
 E
 

 
 
 C
 

 
 
A
 

 

  
 
 
  
F 

 
 
 
  
F 

 
 
 
  
F 

 
 
 
  
F C
 

 

法
及

び
放

流
し

た
種

苗
の

保
護

、
育

成
方

法
等

の
放

流
技

術
の

確
立

を
図

る
。
ま
た

、
資

源
管

理
型

漁
業

と
の

連
携

を
図

り
、
 
放

流
効

果

を
最

大
限

に
発

現
さ

せ
る
た

め
の

技
術

の
導

入
を

進
め

る
。

 

（
オ

）
放

流
効

果
を
明

ら
か

に
す

る
た

め
、
種

苗
及

び
漁

場
の

特
性
に

応

じ
た

効
果

を
把

握
す

る
た

め
の

手
法

の
確

立
と

体
制

の
整
備

を
図

る
。

 

エ
 
バ

イ
オ

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

等
の
新

技
術

に
よ

る
新

品
種

の
開

発
・
放

流
、
外

来
種

導
入

等
に

つ
い
て

は
、

生
態

系
に

及
ぼ

す
影

響
を

十
分

配
慮

し
て

対

応
す
る

。
 

   （
３

）
技

術
開
発

水
準

の
到
達

す
べ
き

段
階

 

 

区
 

分
 

種
 

類
 

基
準
年

(
H
2
6
)に

お
け

る
 

平
均
的

技
術

開
発

段
階
 

目
標

年
(
H
3
3
)に

お
け
る

 

技
術

開
発

段
階

 

 ト
ラ

フ
グ
 

カ
サ

ゴ
 

ガ
ザ

ミ
 

ク
ロ

ア
ワ

ビ
 

ア
カ

ウ
ニ
 

マ
ナ

マ
コ
 

ア
ゲ

マ
キ
 

 

  
 
 
D 
 
  
 
 

 
 
 
C 
 
  
 
  

 
 
 
C 
 
  
 
  

 
 
B 

 
 

 

 
 
 
E 
 
  
 
  

 
 
 
D 
 
  
 
  

 
 
 
C 
 
  
 
  

 

  
 
 
 
 
E
  

 
 
  

 
 
 
 
 
F
  

 
 
  

 
 
 
 
 
E
  

 
 
  

 
 
 
 
 
C
  

 
 
  

 
 
 
 
 
F
  

 
 
  

 
 
 
 
 
E
  

 
 
  

 
 
 
 
 
E
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注
１

 
基

準
年
（

Ｒ
４

）
に
お

い
て
事

業
実
施

期
（
Ｆ

）
で
あ

る
魚

種
は

対
象

外

と
す

る
。

 

注
２

 
 
上
記

の
符

号
は

、
技

術
開

発
の

段
階

を
次

に
掲

げ
る

分
類

で
表
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

Ａ
 

：
新

技
術

開
発

期
 

（
種

苗
生

産
の

基
礎

技
術

開
発

を
行
う

）
 

Ｂ
 
 
：
量

産
技
術

開
発
期

 

（
種

苗
生

産
の

可
能

な
種

に
つ

い
て
量

産
技
術

の
開
発

を
行

う
）

 

Ｃ
 
 
：
放

流
技
術

開
発
期

 

 
(
量

産
技

術
の
改

良
を
行

う
と

と
も
に

、
放

流
に
よ

る
効

果
を

得
る

上
で

、
最

も

適
し

た
時

期
、

サ
イ

ズ
、

手
法

の
検
討

を
行
う

）
 

Ｄ
 
 
：
事

業
化
検

討
期

 

 
(
対

象
種

の
資
源

量
、
加

入
量

を
把
握

し
、
資

源
に

応
じ
た
放

流
数

量
を

検
討

す

る
と

と
も

に
、

受
益

の
範

囲
と

程
度
を

把
握
す

る
）

 

Ｅ
 

：
事

業
化

実
証

期
 

（
種

苗
の

生
産
・
放

流
体

制
を

整
備

し
た

上
で
、
放

流
に

よ
る

効
果
を

実
証
し

、

経
費

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に
、

効
果

に
応

じ
た

経
費

の
負

担
配

分
を

検
討

す

る
）

 

Ｆ
 
 
：
事

業
実
施

期
 

（
持

続
的

な
栽

培
漁

業
が

成
立

す
る
）

 

 第
７

 
水

産
動

物
の

放
流

後
の
成

育
、

分
布

及
び

採
捕

に
係

る
調

査
に

関
す

る

事
項

 

放
流
後

の
成
育

、
分

布
及
び

採
捕

状
況

を
正

確
に

把
握

す
る

こ
と

は
、
栽
培

漁

業
を

推
進

す
る

上
で

極
め

て
重
要

な
こ

と
で

あ
る

た
め

、
県

と
の

連
携

を
図

り

な
が

ら
関

係
漁

業
者

、
漁

協
等

が
中

心
と

な
っ

て
調
査

を
行

い
、
放

流
効

果
、
資

注
１

 
基

準
年
（

Ｈ
２

６
）
に

お
い

て
事

業
実

施
期
（

Ｆ
）
で

あ
る

魚
種

は
対

象

外
と

す
る

。
 

注
２

 
 
上
記

の
符

号
は

、
技

術
開

発
の

段
階
を

次
に
掲

げ
る

分
類

で
表

し
た

も

の
で

あ
る

。
 

Ａ
 

：
新

技
術
開

発
期

 

（
種

苗
生

産
の
基

礎
技

術
開
発

を
行
う

）
 

Ｂ
 
 
：
量

産
技
術

開
発

期
 

（
種

苗
生

産
の
可

能
な

種
に
つ

い
て
量

産
技
術

の
開

発
を

行
う

）
 

Ｃ
 
 
：
放

流
技
術

開
発

期
 

 
(量

産
技

術
の
改

良
を

行
う
と

と
も
に

、
放

流
に
よ

る
効
果
を

得
る

上
で

、
最

も

適
し

た
時

期
、
サ

イ
ズ

、
手
法

の
検
討

を
行
う

）
 

Ｄ
 
 
：
事

業
化
検

討
期

 

 
(対

象
種

の
資
源

量
、
加

入
量

を
把

握
し

、
資

源
に

応
じ

た
放

流
数

量
を

検
討

す

る
と

と
も

に
、
受

益
の

範
囲
と

程
度
を

把
握
す

る
）

 

Ｅ
 

：
事

業
化
実

証
期

 

（
種

苗
の

生
産
・
放

流
体

制
を

整
備

し
た

上
で
、
放

流
に

よ
る

効
果
を

実
証

し
、

経
費

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に
、

効
果

に
応

じ
た

経
費

の
負

担
配

分
を

検
討

す

る
）

 

Ｆ
 
 
：
事

業
実
施

期
 

（
持

続
的

な
栽
培

漁
業

が
成
立

す
る
）

 

 第
７

 
水

産
動

物
の

放
流

後
の
成

育
、

分
布

及
び

採
捕

に
係

る
調

査
に

関
す

る

事
項

 

放
流
後

の
成

育
、
分

布
及
び

採
捕
状

況
を

正
確

に
把
握

す
る

こ
と

は
、
栽
培

漁

業
を

推
進

す
る

上
で

極
め

て
重
要

な
こ

と
で

あ
る

た
め

、
県

と
の

連
携

を
図

り

な
が

ら
関

係
漁
業

者
、
漁

協
等

が
中
心

と
な

っ
て

調
査

を
行

い
、
放

流
効

果
、
資
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源
状

況
等

の
把

握
に

努
め

る
。

 

ま
た
、
得
ら

れ
た
成

果
に

つ
い

て
は

県
、
関

係
市

町
、
関

係
漁

業
者

、
漁
協

等

の
共

有
の

情
報

と
す

る
よ

う
努

め
る
。

 

 第
８

 
そ

の
他

水
産

生
物

の
種
苗

の
生

産
及

び
放

流
並

び
に

水
産

動
物

の
育

成

に
関

し
必

要
な

事
項

 

（
１

）
栽

培
漁

業
の

技
術

水
準

の
向
上

を
図

る
た

め
、
国
、
関

係
県

、
水

研
機
構

、

海
づ

く
り

協
会

及
び

一
般
社

団
法

人
マ

リ
ノ

フ
ォ

ー
ラ

ム
２

１
等

と
の

連

携
を

強
化

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
２

）
水

産
動

物
の

種
苗

の
放

流
及
び

育
成

が
、
第

１
の
趣
旨

に
従

っ
て

行
わ

れ

る
よ

う
関

係
機

関
と

連
携

し
、

栽
培

漁
業

の
円

滑
な

推
進

に
努
め

る
。

 

 （
３

）
栽

培
漁

業
を

推
進

す
る

上
で
、
重

要
な

役
割

を
果
た
し

て
い

る
水

産
業

改

良
普

及
事

業
及

び
試

験
研
究

と
の

連
携

を
一

層
強

化
す

る
と

と
も

に
、

栽

培
漁

業
は

漁
獲

管
理

と
の
一

体
的

な
取

組
が

重
要

と
な

る
こ

と
を

漁
業

者

等
に

対
す

る
研

修
、

県
高
等

水
産

講
習

所
に

お
け

る
教

科
内

容
を

充
実

す

る
こ

と
等

に
よ

り
、
栽

培
漁

業
に

関
す

る
技

術
の

普
及
、
指
導

、
啓

発
等

を

促
進

し
、

漁
業

者
へ

の
定

着
を

図
る

。
 

ま
た

、
一

般
県

民
、
遊

漁
者

等
に

も
、
栽

培
漁

業
及
び

資
源

の
育
成
・
管

理
の

重
要

性
に

つ
い

て
普

及
啓

発
を

行
っ

て
い

く
も

の
と

す
る
。

 

 （
４

）
栽

培
漁

業
の

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
種

苗
の

大
量

か
つ

安
定
的

な
確
保

、

放
流

及
び

そ
れ

ら
の

体
制
整

備
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

と

と
も

に
、

資
源

の
保

護
及
び

漁
場

の
適

正
利

用
並

び
に

密
漁

防
止

等
に

つ

い
て

の
対

応
が

重
要

で
あ

る
た

め
、
更

に
県

、
市

町
、
漁

協
等

関
係

機
関

が

源
状

況
等

の
把
握

に
努

め
る
。

 

ま
た
、
得

ら
れ

た
成

果
に

つ
い

て
は
県

、
関

係
市

町
、
関

係
漁

業
者

、
漁
協

等

の
共

有
の

情
報
と

す
る

よ
う
努

め
る
。

 

 第
８

 
そ

の
他

水
産

生
物

の
種
苗

の
生

産
及

び
放

流
並

び
に

水
産

動
物

の
育

成

に
関

し
必

要
な
事

項
 

（
１

）
栽
培

漁
業

の
技

術
水

準
の
向

上
を

図
る

た
め
、
国

、
関

係
県

、
水

研
セ

ン

タ
ー

、
海

づ
く
り

協
会

及
び

社
団

法
人

マ
リ

ノ
フ

ォ
ー

ラ
ム

２
１

等
と

の

連
携

を
強

化
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
２

）
水

産
動

物
の
種

苗
の
放

流
及

び
育

成
が
、
第

１
の

趣
旨

に
従

っ
て

行
わ

れ

る
よ

う
関

係
機

関
と

連
携

し
、

栽
培

漁
業

の
円

滑
な

推
進

に
努
め
る

。
 

 （
３

）
栽

培
漁

業
を
推

進
す
る

上
で

、
重

要
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
水

産
業

改

良
普

及
事

業
及
び

試
験

研
究

と
の

連
携

を
一

層
強

化
す

る
と

と
も

に
、

漁

業
者

等
に

対
す
る

研
修

、
県

高
等

水
産

講
習

所
に

お
け

る
教

科
内

容
を

充

実
す

る
こ

と
等
に

よ
り

、
資

源
造

成
型

栽
培

漁
業

及
び

資
源

管
理

型
漁

業

に
関

す
る

技
術

の
普

及
、
指

導
、
啓

発
等

を
促
進

し
、
栽

培
漁

業
の

漁
業

者

へ
の

定
着

を
図

る
。

 

ま
た
、
一

般
県

民
、
遊

漁
者

等
に

も
、
栽

培
漁

業
及

び
資

源
の

育
成
・
管

理
の

重
要

性
に

つ
い

て
普

及
啓

発
を

行
っ

て
い

く
も
の
と

す
る
。
 

 （
４

）
栽

培
漁

業
の
推

進
に

当
た
っ

て
は

、
種

苗
の

大
量

か
つ

安
定
的

な
確

保
、

放
流

及
び

そ
れ
ら

の
体

制
整

備
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

と

と
も

に
、

資
源
の

保
護

及
び

漁
場

の
適

正
利

用
並

び
に

密
漁

防
止

等
に

つ

い
て

の
対

応
が

重
要

で
あ

る
た

め
、
更
に

県
、
市

町
、
漁

協
等

関
係

機
関

が
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一
体

と
な

っ
て
、「

つ
く
り

育
て

、
管

理
す

る
漁

業
」

の
確

立
に

努
め

る
。
 

 （
５

）
本

基
本

計
画

の
期

間
は

令
和
５

年
度
か

ら
令

和
８

年
度

ま
で

と
す

る
。
な

お
、
本

基
本
計

画
は
、
国

の
基

本
方

針
の

変
更

が
行

わ
れ

た
場

合
等

、
必

要

に
応

じ
て

内
容

を
見

直
す

こ
と

と
す

る
。

 

 

一
体

と
な

っ
て
、「

つ
く

り
育

て
、

管
理

す
る

漁
業
」

の
確

立
に

努
め

る
。
 

 （
５

）
本

基
本

計
画

の
期

間
は
平

成
２

９
年

度
か

ら
平

成
３

３
年

度
ま

で
と

す

る
。
な

お
、
本

基
本
計

画
は

、
国

の
基

本
方

針
の
変

更
が
行

わ
れ

た
場

合
等

、

必
要

に
応

じ
て

内
容

を
見

直
す

こ
と

と
す

る
。
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あなごかご漁業特認許可方針（案） 

 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     あなごかご漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ９隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     ９月１日から５月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

   ① 旧呼子町又は旧鎮西町のいずれかの地区において漁港機能を 

有する施設を拠点として漁業を営もうとする者 

   ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有 

する者 

   ③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規 

則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和６年５月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和５年８月 

１日から令和５年８月２２日までとする。 

-18-



２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）

が、９件に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を

新たな申請期間として追加する。 

３ 令和６年４月２８日までの期間において、受付数と申請期間の 

最終日時点で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を

足した数（以下「合計数」という。）が９件に到達するまでは、最

後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として

追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より

前の申請期間に受付けたもののうち、許可、起業の認可若しくは

不許可の処分又は申請の取下げをしたものについては、これを受

付数から除く。 

４ 合計数が９件に到達した日以降から令和６年４月２８日までの 

期間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな 

申請期間を追加する。申請期間は、規則第１１条第１項に基づく 

公示をした日から次の開庁日までとし、これ以降の申請期間の取 

扱いは、上記３に同じ。 

 

第４ 許可の基準 

１ 令和５年８月１日から令和５年８月２２日における受付数が

９件を超える場合は、次に掲げる優先順位により許可又は起業

の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互間の優

先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当す

る場合は、この限りでない。 

（１）令和５年５月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有して 

いた者。ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範 

囲までとする。 

（２）令和５年５月３１日時点で当該知事許可漁業の許可を有して 

いた者から、許可を受けていた船舶を譲り受け、借り受け、そ 

の返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の 

事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁 

業を営もうとする者 
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（３）前回の許可の有効期間中に当該知事許可漁業の許可を有して

   いた者 

（４）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（５）上記（１）から（４）に該当しない者 

２ 令和５年８月２２日以降における合計数が９件を超える場合は、 

最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位によ 

り許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である 

者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２ 

号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受け 

た船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又 

は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用す 

る権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

 （２）当該知事許可漁業の許可を有している者又は前回の許可の有 

効期間中に当該知事許可漁業の許可を有していた者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を有している者 

（４）上記（１）から（３）に該当しない者 

 

第５ 条件 

（１）所属する漁業協同組合が保有する共同漁業権漁場（ただ

し、佐賀玄海漁業協同組合においては、合併により発足する

以前に所属していた漁業協同組合に関する共同漁業権漁場内

に限る。）以外の共同漁業権漁場内で操業してはならない。 

   （２）使用するかご数は、２００個以内とする。 

（３）幹縄の両端に、水面１メートル以上の高さの標識をつけ、

かつ、幹縄の中間３００メートル毎に浮標をつけなければな

らない。 

（４）操業時間は、夜間（日没から日出まで）とする。 
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ごち網（小出力１そうごち網）漁業許可方針（案） 

 

第 １  制 限 措 置  
（ １ ） 漁 業 種 類  
   １ そ う ご ち 網 漁 業  
（ ２ ） 許 可 又 は 起 業 の 認 可 を す べ き 船 舶 の 数  
   ２ ３ 隻 以 内  
   た だ し 、 令 和 ５ 年 ７ 月 ○ 日 現 在 の 残 り 枠 数 は ５ 隻  
（ ３ ） 船 舶 の 総 ト ン 数  
   制 限 な し  
（ ４ ） 推 進 機 関 の 馬 力 数  
   ４ ８ キ ロ ワ ッ ト 以 下 （ 漁 業 調 整 用 エ ン ジ ン １ ５ 馬 力 以 下 ）  
（ ５ ） 操 業 区 域  
   佐 賀 県 玄 海 海 域  
（ ６ ） 漁 業 時 期  
   ３ 月 １ ６ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で  
（ ７ ） 漁 業 を 営 む 者 の 資 格  

①  旧 浜 玉 町 、 唐 津 市 唐 房 、 玄 海 町 仮 屋 、 旧 肥 前 町 肥 前 若 し
く は 大 浦 浜 又 は 伊 万 里 市 の い ず れ か の 地 区 に お い て 漁 港 機
能 を 有 す る 施 設 を 拠 点 と し て 漁 業 を 営 も う と す る 者 。 た だ
し 、 上 記 地 区 以 外 に お い て 漁 港 機 能 を 有 す る 施 設 を 拠 点 と
し て 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 松 浦 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 に
諮 り 、 漁 業 調 整 上 支 障 が な い と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 同
委 員 会 が 指 定 す る 区 域 で の 操 業 を 認 め る こ と と す る 。  

②  佐 賀 県 の 漁 船 原 簿 に 登 録 さ れ て い る 船 舶 を 使 用 す る 権 利
を 有 す る 者  

③  佐 賀 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 ２ 年 佐 賀 県 規 則 第 ６ ３ 号  令 和
２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 公 布 。 以 下 、 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 １ ０
条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者  

④  適 切 な 資 源 管 理 を 実 践 で き る 者  
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⑤  漁 業 の 生 産 力 の 向 上 に 努 め よ う と す る 者  
第 ２  許 可 の 有 効 期 間  
   許 可 日 か ら 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で  
 
第 ３  申 請 す べ き 期 間  

１ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、令和５年７月２５日
から令和５年８月１０日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）が、
２３件に到達しないときは、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申
請期間として追加する。 

３ 令和７年１１月２８日までの期間において、受付数と申請期間の最終
日時点で有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足した数
（以下「合計数」という。）が２３件に到達するまでは、最後に追加し
た申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として追加することを繰
り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請期間に受付けた
もののうち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下げ
をしたものについては、これを受付数から除く。 

４ 合計数が２３件に到達した日以降から令和７年１１月２８日までの期
間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、新たな申請期間
を追加する。申請期間は、規則第１１条第１項に基づく公示をした日か
ら１０日間とする。ただし、１０日後が閉庁日のときは、その次の開庁
日までを申請期間とする。また、これ以降の申請期間の取扱いは、上記
３に同じ。 

 
第 ４  許 可 の 基 準  
  第 １ （ ７ ） に 定 め る 資 格 を 有 し 、 第 １ （ １ ） に 定 め る 漁 業 を

営 も う と す る 者 。 た だ し 、 第 １ （ ２ ） に 定 め る 隻 数 を 超 え る 場
合 は 、 次 に 揚 げ る 優 先 順 位 と す る 。 な お 、 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 第
２ 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
（ １ ） 前 回 の 許 可 最 終 日 の １ ２ 月 ３ １ 日 現 在 で 、 １ そ う ご ち 網

漁 業 の 許 可 を 有 す る 者  
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（ ２ ） 当 該 漁 業 許 可 を 有 す る 者 の 承 継 を 受 け た 者 。 た だ し 、 承
継 を 受 け る 者 は 許 可 を 有 す る 者 と 同 居 し て 生 計 を 同 じ く す
る ２ 親 等 以 内 の 親 族 に 限 る 。  

（ ３ ） （ １ ） に 該 当 せ ず 、 前 回 の 許 可 期 間 中 に 当 該 漁 業 許 可 を
有 し て い た 者  

（ ４ ） （ １ ） 〜 （ ３ ） に 該 当 し な い 者 で 、 規 則 第 ４ 条 第 １ 第 ６
号 、 第 ８ 号 又 は 第 １ ０ 号 か ら 第 １ ４ 号 ま で の い ず れ か の 漁
業 許 可 を 有 す る 者  

（ ５ ） （ １ ） 〜 （ ４ ） に 該 当 し な い 者 。 但 し 、 同 順 位 で あ る 者
相 互 間 の 優 先 順 位 は 、 抽 選 に よ る 。  

 
第 ５  条 件  

（ １ ） 旧 浜 玉 町 地 区 に お い て 漁 港 機 能 を 有 す る 施 設 を 拠 点 と し
て 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 唐 津 市 土 器 崎 北 端 か ら 正 北 に
引 い た 直 線 以 西 の 区 域 及 び 共 同 漁 業 権 漁 場 で 操 業 し て は な
ら な い 。  

た だ し 、 共 同 漁 業 権 漁 場 に お い て は 、 事 前 に 共 同 漁 業 権 者
と 協 議 し 、 同 意 を 得 ら れ た 場 合 は こ の 限 り で な く 、 そ の 際 は
同 意 書 の 写 し を 操 業 時 に 携 帯 し な け れ ば な ら な い 。   

（ ２ ） 唐 津 市 唐 房 地 区 に お い て 漁 港 機 能 を 有 す る 施 設 を 拠 点 と
し て 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 次 の ① か ら ③ の 区 域 及 び 共
同 漁 業 権 漁 場 で は 操 業 し て は な ら な い 。 た だ し 、 共 同 漁 業
権 漁 場 に お い て は 、 事 前 に 共 同 漁 業 権 者 と 協 議 し 、 同 意 を
得 ら れ た 場 合 は こ の 限 り で な く 、 そ の 際 は 同 意 書 の 写 し を
操 業 時 に 携 帯 し な け れ ば な ら な い 。  

   ①  黒 金 瀬 の 中 心 （ 唐 津 市 肥 前 町 京 泊 宮 崎 鼻 北 端 と 長 崎 県 壱
岐 市 石 田 町 妻 ケ 島 を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 鎮 西 町 松 島 北 端
と 同 馬 渡 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点 ） か ら 半 径 ５ ０ ０ メ
ー ト ル 以 内 の 海 域  

②  次 の ア 、 イ 、 ウ 、 エ 及 び オ の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 直 線 並
び に 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に よ っ て 囲 ま れ た 海 域  
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ア  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 北 端  
イ  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 北 端 と 同 松 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と 、

玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ リ
島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

ウ  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ
リ 島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 鎮 西 町 松 島 西 端
と 長 崎 県 平 戸 市 大 島 村 的 山 大 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交
点  

エ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 南 端 と 長 崎 県 平 戸 市 大 島 村 的 山 大 島
南 端 を 結 ん だ 直 線 と 、 玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 唐 津 市 鎮 西
町 馬 渡 島 西 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

オ  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 西 端  
③  次 の ア 、 イ 、 ウ 及 び ア の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 直 線 に よ っ

て 囲 ま れ た 海 域 。 た だ し 、 ８ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で
に 限 る 。  

ア  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端  
イ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 西 端  
ウ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 南 端 と 同 馬 渡 島 北 端 を 結 ん だ 直 線 と 、

玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ リ
島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

（ ３ ） 玄 海 町 仮 屋 及 び 旧 肥 前 町 肥 前 地 区 に お い て 漁 港 機 能 を 有
す る 施 設 を 拠 点 と し て 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 次 の ① か
ら ④ の 区 域 及 び 共 同 漁 業 権 漁 場 で は 操 業 し て は な ら な い 。  
 た だ し 、 共 同 漁 業 権 漁 場 に お い て は 、 事 前 に 共 同 漁 業 権
者 と 協 議 し 、 同 意 を 得 ら れ た 場 合 は こ の 限 り で な く 、 そ の
際 は 同 意 書 の 写 し を 操 業 時 に 携 帯 し な け れ ば な ら な い 。  

①  次 の ア 、 イ 、 ウ 及 び エ の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 直 線 よ り 北  
東 の 佐 賀 県 玄 海 海 域  

ア  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端  
イ  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 唐 津 市 鎮 西 町 松 島 西 端 を 結 ん だ

直 線 と 、 同 松 島 南 端 と 同 馬 渡 島 北 端 を 結 ん だ 直 線 の 交 点  
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ウ   唐 津 市 鎮 西 町 松 島 南 端 と 同 馬 渡 島 北 端 を 結 ん だ 直 線 と 、
玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 石 田 町 妻 ケ 島 南 端 を
結 ん だ 直 線 と の 交 点  

エ  長 崎 県 壱 岐 市 石 田 町 妻 ケ 島 南 端  
②  黒 金 瀬 の 中 心 （ 唐 津 市 肥 前 町 京 泊 宮 崎 鼻 北 端 と 長 崎 県 壱

岐 市 石 田 町 妻 ケ 島 を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 鎮 西 町 松 島 北 端
と 同 馬 渡 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点 ） か ら 半 径 ５ ０ ０ メ
ー ト ル 以 内 の 海 域  

③  次 の ア 、 イ 、 ウ 、 エ 及 び オ の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 直 線 並
び に 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に よ っ て 囲 ま れ た 区 域  
ア  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 北 端  
イ  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 北 端 と 同 松 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と 、

玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ リ
島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

ウ  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ
リ 島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 鎮 西 町 松 島 西 端
と 長 崎 県 平 戸 市 大 島 村 的 山 大 島 南 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交
点  

エ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 南 端 と 長 崎 県 平 戸 市 大 島 村 的 山 大 島
南 端 を 結 ん だ 直 線 と 、 玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 唐 津 市 鎮 西
町 馬 渡 島 西 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

オ  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 西 端  
④  次 の ア 、 イ 、 ウ 及 び ア の 各 点 を 順 次 に 結 ん だ 直 線 に よ っ

て 囲 ま れ た 海 域 。  
た だ し ８ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で に 限 る 。  

ア  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端  
イ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 西 端  
ウ  唐 津 市 鎮 西 町 松 島 南 端 と 同 馬 渡 島 北 端 を 結 ん だ 直 線 と 、

玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端 と 長 崎 県 壱 岐 市 郷 ノ 浦 町 ジ ャ ン ギ リ
島 （ 嫦 娥 島 ） を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

（ ４ ） 旧 肥 前 町 大 浦 浜 及 び 伊 万 里 市 地 区 に お い て 漁 港 機 能 を 有
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す る 施 設 を 拠 点 と し て 漁 業 を 営 も う と す る 者 は 、 ① の 区 域
以 外 及 び 共 同 漁 業 権 漁 場 で は 操 業 し て は な ら な い 。   

た だ し 、 共 同 漁 業 権 漁 場 に お い て は 、 事 前 に 共 同 漁 業 権 者
と 協 議 し 、 同 意 を 得 ら れ た 場 合 は こ の 限 り で な く 、 そ の 際
は 同 意 書 の 写 し を 操 業 時 に 携 帯 し な け れ ば な ら な い 。  

①  次 の ア 及 び イ の 点 を 結 ん だ 直 線 及 び そ の 西 側 の 延 長 線 と 、
ウ 及 び エ の 点 を 結 ん だ 直 線 並 び に オ 、 カ 及 び キ の 各 点 を 順
次 に 結 ん だ 直 線 に よ っ て 囲 ま れ た 佐 賀 県 玄 海 海 域  

ア  玄 海 町 値 賀 崎 北 西 端  
イ  唐 津 市 鎮 西 町 馬 渡 島 西 南 端  
ウ  玄 海 町 戸 崎 北 端  
エ  唐 津 市 肥 前 町 大 崎 北 端  
オ  唐 津 市 肥 前 町 納 所 綾 崎 北 端  
カ  唐 津 市 肥 前 町 納 所 綾 崎 北 端 と 長 崎 県 松 浦 市 鷹 島 町 阿

翁 日 比 鼻 （ 小 浦 崎 ） 西 端 を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 肥 前
町 立 神 鼻 （ 星 賀 鼻 ） 西 端 と 長 崎 県 松 浦 市 鷹 島 町 宇 毛 岩
鼻 北 東 端 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  

キ  長 崎 県 松 浦 市 鷹 島 町 宇 毛 岩 鼻 北 東 端  
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松浦海区漁業調整委員会指示 
                 

◎  松浦海区漁業調整委員会指示第８７号 

    漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、１本釣漁業等

火光を利用する各種漁業に対し、松浦海区内における沿岸魚族の乱獲防止並びに同種及

び他種漁業との調整のため、火光を利用する漁船１隻に使用する光力の限度を次のとお

り指示する。 

 

令和５年 月 日 

松浦海区漁業調整委員会 

                            会 長 川嵜 和正    

  

 

１ 松浦海区における共同漁業権の区域及び各共同漁業権の外郭線から沖出し１，０００

メートルの線によって囲まれた区域においては、１隻につき３キロワット以内とする。 

２ 指示の期間 

  令和５年８月１２日から令和６年８月１１日まで 
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松浦海区漁業調整委員会指示第 80 号の適用除外申請 
 

令和５年７月１３日 
 

松浦海区漁業調整委員会 
会長 川嵜 和正 様 

 
住所 唐津市唐房６丁目 4948-9 
氏名 佐賀県玄海水産振興センター 

所長 中牟田 弘典 
 
 下記により松浦海区漁業調整委員会指示第 80 号の適用除外を受けたいので申請します。 
 なお、委員会指示第 80 号については、令和５年８月 31 日までの指示期間となっている
ものの、令和５年７月開催予定の松浦海区漁業調整委員会において、委員会指示の継続に係
る協議がされると聞いております。 
 つきましては、当該委員会指示が継続となった際には、本申請をもって新しい委員会指示
の適用除外申請として取り扱っていただきますようにお願いします。 
 

記 
1. 適用除外の理由 
 採捕禁止期間（７月１日から１２月２０日）にイセエビの捕食試験に使用するウニ類を
採捕するため。 
 
2. 適用除外の期間 

８月１日〜１２月２０日 
 

3. 調査の目的及び方法 
現在、ウニ（ムラサキウニとガンガゼ）の食害による磯焼け対策として、潜水してウ

ニ駆除を行い、ウニ密度を低く維持することで藻場の回復に努めていますが、駆除がお
いつかず磯焼けが拡大する傾向にあります。 

近年、イセエビがウニを捕食することで、ウニ密度が低く維持されて、藻場が保全さ
れる事例が報告されていますが、イセエビが捕食するウニの個数等、詳細は不明です。 

そこで、大きさの異なるイセエビのウニの捕食個数、捕食されやすいウニのサイズに
加え、水温別の捕食個数等を明らかにし、イセエビによる藻場保全の効果を把握し、佐
賀県でのイセエビ活用法を検討します。 
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4. 調査に使用する船舶 

船 名 かがみ さいばい はやぶさ 

漁船登録番号 SA2-2003 SA3-24860 SA3-25000 

総トン数 14 トン 1.3 トン 1.7 トン 

推進機関の種類 

及び馬力数 

ジーゼル 

928Kw 

ジーゼル 

53kw 

ジーゼル 

90kw 

所有者 佐賀県 佐賀県 佐賀県 

 
5. 調査を実施する者の住所及び氏名 

住所 唐津市唐房６丁目 4948-9   
氏名 佐賀県玄海水産振興センター職員 11 名 

藤﨑博、下前敦、大庭元気、土井大生、村川勉、髙橋裕矢、 
久保岳人、萬谷祥平、池田零、名古屋海渡、岩本三海 

 
6. 採捕個数 

ムラサキウニ約 300 個 
 

7. 採捕の区域 
別紙１のとおり 
  松共第 15 号内 名護屋岡地先 
  松共第 20 号内 京泊地先 
 

 
8. 採捕に関する地元同意 

別紙２、３のとおり 
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別紙１ 
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松浦海区漁業調整委員会指示第８０号の適用除外申請 
 

令和５年７月１３日 
松浦海区漁業調整委員会 
 会長 川嵜 和正 様 
 
 

住所 唐津市唐房 6 丁目 4948-9 
氏名 佐賀県玄海水産振興センター 

所長 中牟田 弘典 
 

下記により松浦海区漁業調整委員会指示第 80 号の適用除外を受けたいので申請し

ます。 
 なお、委員会指示第 80 号については、令和５年８月 31 日までの指示期間となっ

ているものの、令和５年７月開催予定の松浦海区漁業調整委員会において、委員会

指示の継続に係る協議がされると聞いております。 
 つきましては、当該委員会指示が継続となった際には、本申請をもって新しい委

員会指示の適用除外申請として取り扱っていただきますようにお願いします。 
記 

 

1. 適用除外の理由 

 採捕禁止期間（７月１日から１２月２０日）にムラサキウニを採捕するため。 

 

2. 適用除外の期間 

 令和５年７月１９日から令和５年１１月３０日までのうち５日程度。 

 

3. 調査の目的及び方法 

 

目的 

磯焼けの継続要因となっているムラサキウニの効率的な駆除方法を検討する。 

 

方法 

・ 調査は別紙１に示す佐賀県玄海地区神集島周辺の松共第７号内において実施す

る。 

・ 効率的な駆除方法の検討：簡易潜水器により海中で潰す方法、簡易潜水器により

船上に取り上げる方法、素潜りにより海中で潰す方法、素潜りで船上に取り上げ

る方法について、単位時間当たりの駆除効率について比較検討する。 

 

4. 調査に使用する船舶 

 別紙２のとおり 
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5. 調査を実施する者の住所及び氏名 

 佐賀県玄海水産振興センターの職員及び別紙３のとおり 

  

6. 採捕尾数 

 ムラサキウニ約 1,500kg（約 30,000 個） 

 

7. その他 

  荒天（連続して風速 10m/s 以上、波高 2.5m 以上、視程 1km 以内の状態）が予想

される場合は調査を実施せず、また、調査中に荒天が見込まれた場合は直ちに

中止します。 
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別紙１ 調査の区域 
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別紙２ 使用船舶 

 

 
船名 漁船登録番号 総トン数 推進機関の種類 馬力数 所有者氏名 
好栄丸  SA3-24335  2.1 トン  ジーゼル  81Kw  岩本一孝 
健福丸  SA3-23822  1.3 トン  ジーゼル  35Ps  前田健一 
龍光丸  SA3-24101  1.3 トン  ジーゼル  35Ps  高﨑龍二 
松風丸  SA3-24891  0.9 トン  電気点火  60Kw  高﨑一八 
はな丸 SA3-24962  1.1 トン 電気点火  60Kｗ 高﨑謙吾 
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別紙３ 調査を実施する者 
 
 

玄海水産振興センター 種苗開発担当職員 

氏名 住所（勤務地） 
藤﨑 博 唐津市鎮西町名護屋６９６６ 
大庭 元気 同上 

土井 大生 同上 
下前 敦 同上 

 

佐賀玄海漁業協同組合 神集島支所 

氏名 住所 

西元勝則 唐津市神集島 2774 

西元友祐 唐津市神集島 2331 

髙﨑勇行 唐津市神集島 2320-3 

岩本一孝 唐津市神集島 2320-2 

前田健一 唐津市神集島 2319－1 

髙﨑龍二 唐津市神集島 2502-1 

中村和人 唐津市神集島 2304 

清水和彦 唐津市神集島 1744 

髙﨑一八 唐津市神集島 1244 

髙﨑謙吾 唐津市神集島 1245 
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松浦海区漁業調整委員会指示第８０号の適用除外申請 
 

令和５年７月１３日 
松浦海区漁業調整委員会 
 会長 川嵜 和正 様 
 
 

住所 唐津市唐房 6 丁目 4948-9 
氏名 佐賀県玄海水産振興センター 

所長 中牟田 弘典 
 

下記により松浦海区漁業調整委員会指示第 80 号の適用除外を受けたいので申請し

ます。 
なお、委員会指示第 80 号については、令和５年８月 31 日までの指示期間となっ

ているものの、令和５年７月開催予定の松浦海区漁業調整委員会において、委員会

指示の継続に係る協議がされると聞いております。 
つきましては、当該委員会指示が継続となった際には、本申請をもって新しい委

員会指示の適用除外申請として取り扱っていただきますようにお願いします。 
 

記 
 

1. 適用除外の理由 

 採捕禁止期間（７月１日から１２月２０日）にムラサキウニを採捕するため。 

 

2. 適用除外の期間 

 令和５年８月１日から令和５年１１月３０日までのうち１４日程度 

3. 調査の目的及び方法 

 

目的 

磯焼けの継続要因となっているムラサキウニの効率的な駆除方法、その効果を検討

する。 

 

方法 

・ 調査は別紙１に示す佐賀県玄海地区高島周辺の松共第３号内において実施する。 

・ 効率的な駆除方法の検討：簡易潜水器により海中で潰す方法、簡易潜水器により

船上に取り上げる方法、素潜りにより海中で潰す方法、素潜りで船上に取り上げ

る方法について、単位時間当たりの駆除効率について比較検討する。 

 

4. 調査に使用する船舶 

 別紙２のとおり 
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5. 調査を実施する者の住所及び氏名 

 佐賀県玄海水産振興センターの職員及び別紙３のとおり 

  

6. 採捕尾数 

 ムラサキウニ約 3,000kg（約６万個） 

 

7. その他 

  荒天（連続して風速 10m/s 以上、波高 2.5m 以上、視程 1km 以内の状態）が予想

される場合は調査を実施せず、また、調査中に荒天が見込まれた場合は直ちに

中止します。 

  港則法適用区域での実施については、唐津海上保安部からの作業許可を得たう

えで実施します。 
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別紙１ 調査の区域 
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別紙２ 使用船舶 

 

船名 漁船登録番号 総トン数 推進機関の種類 馬力数 所有者氏名 

第 3久栄丸 SA3-22476 0.86 トン 電気点火 30PS 野﨑 保久 

一福丸 SA3-23504 3.8 トン ジーゼル 15PS 野﨑 洋一 

伊勢丸 SA3-22932 3.65 トン ジーゼル 15PS 野崎 隆夫 

信昭丸 SA3-23087 0.9 トン ジーゼル 20PS 野崎 信昭 

第３長栄丸 SA3-21582 0.9 トン 電気点火 30PS 野崎 鉄也 

さくら丸 SA3-22544 0.86 トン 電気点火 30PS 野崎 邦彦 

勝栄丸 SA3-23432 1.1 トン ジーゼル 33KW 野﨑 勝志 

信栄丸 SA3-23954 1.5 トン ジーゼル 55KW 野﨑 信広 

香奈丸 SA3-23649 1.1 トン ジーゼル 25PS 野﨑 茂登章 
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別紙３ 調査を実施する者 
 
 

玄海水産振興センター 種苗開発担当職員 

氏名 住所（勤務地） 
藤﨑 博 唐津市鎮西町名護屋６９６６ 

大庭 元気 同上 
土井 大生 同上 
下前 敦 同上 

 

佐賀玄海漁業協同組合 高島支所 

   氏名 住所 

野﨑邦彦 佐賀県唐津市高島 625 

野﨑忠勝 佐賀県唐津市高島 444-1 

野﨑洋一 佐賀県唐津市高島 610 

野﨑信昭 佐賀県唐津市高島 64 

野崎 尚 佐賀県唐津市高島 450-1 

 

-41-



 

継 続 

     令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

     提案議題（要望事項） 

 

                     佐賀県連合海区漁業調整委員会 

 

 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

 クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について（案） 

 

 

内  容 

 

本県のクロマグロ漁業は、沿岸海域で延縄、曳き縄釣、一本釣等で漁獲を行っている

が、漁獲制限が開始されて以降、漁獲対象種をブリやサワラ等に転換し、クロマグロを

目的とした操業を自粛することで、配分枠が少ないながらも漁獲可能量の遵守に努めて

きた。しかし、近年これらの操業海域においてクロマグロの来遊量が増加している。 

また、ここ数年２月頃になると、これまであまり漁獲が見られなかった沿岸の定置網

においても、予期せぬ大型マグロの入網がみられているが、配分枠遵守のため、放流作

業や混獲回避等の労務負担が増大し、漁家経営の悪化を招いている。 

 ついては、クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援のため、次の事項を

要望いたします。 

 

 １ 国際委員会において、直近のデータに基づく資源評価結果を反映した漁獲枠の増 

枠を次期管理期間で実現するとともに、漁獲枠未利用分の繰越上限を堅持すること。 

  

 ２ 国際委員会で漁獲枠の増枠が承認された際は、沿岸の零細な漁船漁業に優先的に 

配分すること。また、配分の際は、各県や漁業種間で不公平が生じないよう、操業

特性や近年の漁獲実態等を考慮し、より実状にあった配分を行うこと。 

 

 ３ 漁業者が安心して資源管理に取り組めるよう、放流活動、休漁に対する支援への 

十分な予算の確保や支援制度の拡充を図るとともに、資源管理の取組による減収に 

対応するため、漁業収入安定対策（強度資源管理タイプ）の要件緩和措置の継続と 

国の掛金補助率の格差縮小を行うこと。 
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継 続 

令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

      提案議題（要望事項） 

佐賀県連合海区漁業調整委員会 
 

 
提案議題（要望事項・協議事項・照会） 

 

ミニボートによる危険行為の防止について（案） 

 
内  容 

 

 規制緩和により免許・登録が免除された連続最大出力が 1.5kW（2.039 馬力）の推進機関

を有する長さ３ｍ未満の船舶、いわゆるのミニボートは、海上交通の基本的ルールすら知

らない利用者が、耐航性や他船からの視認性が低いという特性を認識しないまま沖合への

出航や夜間航行、船舶の輻輳する港の周辺での遊漁を行っており、操業や漁船の航行に多

大な支障が生じています。 

 海上保安庁が取りまとめたミニボートの事故発生状況をみると、平成２２年から２７年

は年間５０隻前後の発生であったものが２８年以降増加に転じ、直近の令和元年には９０

件と倍増しております。 

 このため、全国各地で定期的に安全講習会を開催されているとともに、ミニボート販売

時に「ミニボート安全ハンドブック」を同封するなどの普及活動を積極的に実施されてい

るものと認識しております。 

 しかしながら、コロナ禍を受けて、海洋性レジャー人口が増加していること、気候変動

に伴う天候急変による海難事故の増加が懸念されることから、さらなる普及活動の徹底と

安全対策上の制度創設が必須と認識しております。 

 つきましては、海面における海難事故を防止し、人命の安全を守るため、次の事項を要

望いたします。                                                                                               

                                                             

 １ ミニボート所有者の登録と保険（特に遭難救助費用を対象）加入をセットとした制

度を創設すること。 

 

２ ミニボート利用者に安全講習会の受講を促すとともに、ミニボート販売業者にも購 

買者に受講を促すよう引き続き強く働きかけること。 

 

３ 衝突事故防止のため目印となる旗やレーダー反射板などの安全装備を必置するよ 

う、引き続き業界に強く働きかけるとともに、購買者等への普及啓発を強化すること。 

 

 ４ 安全対策上の制度創設等にあたっては、国土交通省、水産庁等関係機関が今後とも

より一層協力しながら行うこと。                 
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ワカメ養殖試験報告書 

 

１．目的 

佐賀県玄海漁業協同組合唐津市統括支所・満島地区（以下、満島地区）の主な漁業種類は小型機

船底曳網漁業・カゴ漁業・一本釣り漁業である。 

しかしながら、満島地区においても、漁業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、資源の減少、魚価の

低迷、後継者不足、漁業者の高齢化など、様々な問題を抱えており、特に、漁業者数と後継者不足は

悪化する一方である。 

さらに、冬季は時化が多くなり、出漁日数そのものが減少することから、安定した収入確保、収益向

上のための方策の検討が喫緊の課題となってきている。 

そこで、現在、当支所唐房地区と当支所浜崎地区で行われており、数年前までは満島地区近くの唐

津湾鳥島南側で行われていたわかめ養殖について、満島地区地先でも試験養殖を行い、安定した収

入確保、収益向上の可能性を図る。 

２．試験の概要 

１）実施場所：唐津市東唐津地先（別図１のとおり） 

２）実施期間：令和４年１１月２日～令和５年４月３０日 

３）試験内容 

ａ） 概要 

 ロープ延縄式 

ｂ） 養殖施設（別図２のとおり） 

 ・４０ｍ×５０ｍ＝２，０００㎡ １箇所 

 ・４０ｍの養殖ロープが１０本を設置 

ｃ） 試験方法 

・１０月中旬から水温データの記録開始 

・１１月に養殖施設（錨・ロープ等）の準備 

・１１月中旬に試験養殖開始（水温 20℃以下） 

・間引き等の管理、試験出荷を行いながら、養殖可能性を実証 

・令和 5 年 4 月末 施設撤去 

 

ｄ） 養殖スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

 R４.11 月  １２月６日    R５.１月  ２月  ３月   ４月 

作業内容 
試験養殖→ 試験養殖→ 間引き等の管理、試験出荷  →片付け 

準備      開始 
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